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用語について（説明の中で使うＰＣ用語）

左クリックと 右クリック

青の部分を押す事を
左クリックと言います。

青の部分を押す事を
右クリックと言います。

カーソル（ポインター）

カーソルは、コンピュータ画面上で
位置を示す上記のように視覚的に表示され
るマーカーです。
ユーザーの入力や操作の対象を示します。
マウスを動かすと移動します。
※本説明ではカーソルという言葉で統一
します。



Ⅰ．準備するもの

①電子請求登録結果に関するお知らせ ②電子証明書
電子証明書とは、正しい利用者であることを電子的に証明
する証明書（ファイル）のことです。

※①の「電子請求登録結果に関するお知らせ」があれば、電子証明書
は発行されていると考えられます。また電子請求を行っているパソ
コンでケアプランデータ連携システムを使う場合は、既に電子証明
書がインストールされていますので、確認は不要です。

電子証明書が無い方や、所持している事を確認したい方は次ページ
へ進んでください。

※電子請求を開始する際に長崎県国民健康保険団体連合会
から送られます。



Ⅱ．導入前の手続き

導入準備の作業は以下のとおりです。
１．電子証明書の入手確認
⇒①電子証明書の発行確認の手順
②電子証明書の発行手続き

②電子証明書のインストール



１－① 電子証明書の発行確認の手順（1）

キーボードのwindows マークを左クリックして
この画面だ出たら赤枠の部分に「インターネットオプション」と入力します。

Windowsマークです。



１－① 電子証明書の発行確認の手順（2）

すると以下の表示がでますので、どちらでも良いので黄色枠内の部分を
左クリックします。



１－① 電子証明書の発行確認の手順（3）

インターネットのプロパティが表示されますので、
赤い枠のコンテンツという部分を左クリックして
ください。

①

この部分を左クリックしてください。

②

赤い枠の中に
発行者 「e-seikyuu CA」
発行先「CarePlanjigyousyo」

または「Kaigojiyousyo」があればＯＫです。

電子証明書が無い方は次ページへ
事業所で保有している可能性もあるの
で請求担当者への確認もお勧めします。

③



https://www.e-seikyuu.jp/ を開きます。
分からないときは「電子請求受付システム」等で検索すると検索サイトから入れます。

１－② 電子証明書の発行手順（1）

ここを左クリックします。

https://www.e-seikyuu.jp/
https://www.e-seikyuu.jp/
https://www.e-seikyuu.jp/


１－② 電子証明書の発行手順（2）

カーソルをここに
合わせて左クリック



１－② 電子証明書の発行手順（3）

ユーザーIDとパスワードを入力します。
分からない方は３ページの「電子請求登録結果
に関するお知らせ」（３ページ目参照）を確認
してください。
※パスワードが変更されていれば、変更された
パスワードの入力が必要です。



１－② 電子証明書の発行手順（4）

カーソルをここに
合わせて左クリック



１－② 電子証明書の発行手順（5）

電子請求を法人内で取りまとめている場
合等は以下の青線の部分のように
「代理人に請求が委任されています」
とメッセージが出ます。
電子証明書を請求する場合は、必ず法人
内で確認してから進めましょう



１－② 電子証明書の発行手順（6）

請求事務で使用しているパソコンは既に電子
証明書がインストールされています。

請求事務以外のパソコンでケアプランデータ
連携システムを使用する場合や、複数のＰＣ
でケアプランデータ連携システムを使う場合
はここを左クリックします。



１－② 電子証明書の発行手順（7）

請求事務で使用しているパソコン以外でケア
プランデータ連携システムを使用するのに必
要な電子請求書は
「請求委任事業所用ケアプラン証明書」です

ここに発行履歴があれば発行申請は不要です。
②－３へ進んでください。



１－② 電子証明書の発行手順（8）

①「請求委任事業所用ケアプラン証明書」の
既に発行されている場合は、赤枠の中のよう
に表示されます。表示されていれば、発行申
請は不要です。

②①の履歴に表示がなければ、青い枠の発行申
請を選んで手続きを行います。

③ピンクの枠内の丸を左クリックします。
④選んだら、オレンジの枠の「次へ」を左ク
リックします。

丸にチェックを入れて選択します

①

②

④

③



１－② 電子証明書の発行手順（9）

①発行申請には「電子請求登録結果に関するお知らせ」に記載
している「証明書発行用パスワード」が必要です。

②証明書発行用パスワード入力後に「次へ」の左クリックして
くだ
さい。

③その後、「利用規約」が表示されますので内容を確認し、
表示画面に従い「利用規約に同意し送信」、「終了」を左ク
リックして完了します。

①

②

発行申請が終了すると、【請求委任事業所 用ケアプラン証明書】画面の《状況》欄には
 [発行申請中]と表示されます。



電子証明書の申請編は以上です。

ログアウトして、電子証明書が発行されるのを待ちましょう。

電子証明書が発行されたら、
「電子証明書インストール編」を参考に次に進みます。

※証明書は、発行申請してから発行されるまで、
数日かかる場合があります。
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